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第１ 監査の対象及び目的

１ 監査の対象

収入証紙制度について

２ 監査の目的

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき，証紙条例施行後４５年が経過し

た現行の収入証紙制度における課題，問題点等について検証する。

第２ 監査の概要

１ 監査の対象

， （ 「 」 。）手数料条例又は個別の条例に基づき 宮城県収入証紙 以下 証紙 という

により納入することとされている手数料及び使用料の収納事務等とした。

２ 監査対象機関

（１）出納局会計課

（２）売りさばき機関及び平成２０年度の証紙貼用実績額が５千万円以上の課並び

に関係する地方機関の中から抽出した１４機関

３ 実施期間

平成２１年１１月から平成２２年３月まで

４ 監査の方法

監査は，監査対象機関から事前に提出された行政監査調書等により，事務局職

員による事前調査を行い，その結果を踏まえて委員による監査を実施した。

５ 監査の着眼点

（１）売りさばき人の指定等の状況について

（２）証紙の出納状況について

（３）売りさばき手数料について

（４）申請書等の提出状況について

（５）証紙により徴収する手数料について

（６）課題と今後の対応について

６ その他

監査対象機関の庁舎内に売りさばき所を設置している一般売りさばき人４機

関及び特認売りさばき人の支店の中から抽出した２機関並びに一般利用者とし

て１法人から，証紙制度に関して参考意見を聴取した。
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第３ 監査の結果

１ 本県における証紙制度の導入

（１）証紙制度

証紙制度とは，現金以外の納入方法の一つで，県が印刷する証紙を売りさ

， ，ばき人等を通して県民等が証紙を購入し 申請書等に貼付することによって

現金による納入の手続きが省略できる制度をいう。

（２）導入の背景

昭和３８年の地方自治法改正前においては，歳入の収納は現金で行うのが

原則であったが，現金主義の建前を固執することは，住民にとっても普通公

共団体にとっても非常に不便をきたす場合があった。そのため，現金主義の

例外的取扱いを認めた明確な規定がなかったにもかかわらず，大多数の普通

公共団体が必要に迫られて昭和３８年の改正前の地方自治法施行令第１４８

条ただし書の規定中「納額告知書又は納付書により難いもの」を根拠として

規則の定めるところにより証紙による収入の方法を採用していたが，昭和

３８年の地方自治法改正により，証紙による収入の方法が制度として明定さ

れた。本県においては，証紙条例が昭和３９年３月２６日に公布され，同年

４月１日から施行されている。

証紙により納入する手数料等２

（１）証紙により納入する手数料等

証紙により納入する手数料等は，手数料条例，県税条例及び公安委員会関

係手数料条例等の個別の条例において定められている使用料及び手数料並び

に狩猟税となっている。

特に，手数料条例に規定する２９３種類の手数料のうち，２８６種類（約

９８％）の手数料については，証紙により納付することが定められている。

（２）証紙による納入方法

証紙により納入する使用料及び手数料並びに狩猟税は，その納付金額に相

当する券面の証紙を，法令その他の規定による申請書等に貼り付けることに

より納入されている。

３ 証紙の種類及び印刷

（１）証紙の種類

次の１３種類の証紙を発行している。

イ 低額券 １円，５円，１０円，３０円，５０円，１００円，２００円及

び３００円（さくら柄）

ロ 高額券 ５００円，１，０００円，３，０００円，５，０００円及び

１０，０００円（唐草柄）
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（２）証紙の印刷

イ 証紙の印刷状況

証紙の印刷は，会計課において証紙貼用を担当している主務課から次年

度の券種別貼用見込みの報告を受けて，在庫状況及び過去５年間の売りさ

ばき高を勘案して印刷枚数を把握し，独立行政法人国立印刷局に発注して

いる。

なお，印刷はパール印刷方式及び微小文字印刷方式を採用し，偽造防止

を図っている。

ロ 証紙の印刷数量及び経費

平成２０年度における証紙の印刷は，所要見込みに応じた９券種の証紙

を印刷しており，印刷枚数が最も多いのは１，０００円券で１２０万枚，

最も少ないのは１０円券で２万枚となっている。印刷数量の合計は２９７

万枚で，金額は４５億９１２０万円となっており，印刷経費は，印刷費が

７９９万４１７６円，運搬費等３９万５６０４円の計８３８万９７８０円

となっている。

４ 証紙の売りさばき

（１）証紙売りさばき人の指定

イ 証紙売りさばき人の指定手続き

証紙の売りさばき人の指定は「宮城県収入証紙売りさばき人の指定に関

する審査基準」及び「宮城県収入証紙売りさばき人の指定に関する事務要

領」に基づき，指定申請書及び添付書類を照合・審査し，売りさばき人と

しての適格性を判断して知事が指定している。

ロ 証紙売りさばき人の指定基準

証紙の売りさばき人になろうとする者から指定申請書を受理後，次の基

準により指定を行っている。

① 住民の利便性が図られ，証紙購入の需要が多いこと。

② 証紙を常備するのに必要な資力及び信用を有すること。

③ 年間売りさばき額が１００万円以上あり，かつ，常に売りさばきが見

込まれること。

④ 証紙を自己の利益のためだけに使用しないこと。

⑤ 証紙を安全かつ保管できる設備を有していること。

⑥ 不特定多数の者に売りさばくこと。

（２）証紙売りさばき人等

イ 元売りさばき人（株式会社七十七銀行県庁支店）

会計課から証紙の交付を受け，県に代わって一般売りさばき人に対して

証紙を交付しているほか，一般売りさばき人から証紙売りさばき手数料請

求書を取りまとめて，会計課へ報告している。
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ロ 特認売りさばき人（株式会社七十七銀行及び株式会社仙台銀行）

会計課から交付を受けた証紙を売りさばき，売りさばき代金をその都度

納入（いわゆる「委託販売 ）している。」

ハ 一般売りさばき人（社団法人宮城県交通安全協会等２４者）

元売りさばき人に代金を納入して交付を受けた証紙の売りさばき（いわ

ゆる「買取販売 ）をしている。」

ニ 県の機関（単独庁舎の県税事務所等４機関）

会計課から証紙の交付を受け，証紙の売りさばきをしており，証紙代金

は事後調定により収納している。

（３）証紙の売りさばき所の状況

証紙の売りさばき所数は，県の機関が４機関５箇所及び民間売りさばき人

が２６機関３７２箇所の計３０機関３７７箇所となっている。

， ，県内には３６１箇所あり うち仙台市にはその約４割にあたる１５２箇所

仙台市以外の市には１４６箇所，町村には６３箇所あるが，大郷町，大衡村

及び色麻町の３町村には売りさばき所がない状況となっている。また，県外

は８都道府県に１６箇所の売りさばき所がある。

民間売りさばき人の業態別では，金融機関が８者３０５箇所，公社等団体

が１０者５５箇所及び一般法人が８者１２箇所となっている。

主な公社等団体は，申請先機関の庁舎内に売りさばき所を設置している社

団法人宮城県交通安全協会（２８箇所 ，社団法人宮城県食品衛生協会（１０）

箇所）及び地方職員共済組合宮城県支部（６箇所）などである。

一般法人は，自動車学校を経営する５法人及び県合同庁舎内売店を運営し

ている２法人などである。

（４）証紙の販売時間

証紙の販売時間については，売りさばき所の３０４箇所が午前９時から午

後３時までとなっているが，これは売りさばき所の約８割を金融機関（一部

機関は午前９時から午後７時まで（３箇所 ）が占めているためで，午後３時）

以降に証紙を購入できるところは少ない状況にある。

販売時間が申請書受付窓口と同じ午前８時３０分から午後５時１５分まで

となっている売りさばき所は１９箇所で，土曜日及び日曜日等も販売してい

る売りさばき所は１４箇所（土曜日及び日曜日等の一部のみ販売している売

りさばき所を含む ）となっている。。

（５）証紙の売りさばき所の周知

証紙の売りさばき所の周知については，会計課のホームページにおいて圏

域ごとの証紙売りさばき所一覧表に名称，住所及び電話番号を掲載すること

により行っているほか，証紙の売りさばき人は「宮城県収入証紙売りさばき

所」の標札を掲げている。
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５ 証紙の出納状況

（１）会計課における証紙の保管・管理

会計課内金庫室の鍵付きキャビネット内に保管の上，証紙出納簿により管

理している。

（２）証紙の交付

県の売りさばき機関，元売りさばき人，特認売りさばき人及び各地方振興

事務所（証紙の交換用）からの証紙交付請求書により，翌月分の証紙所要見

込数を交付している。

（３）証紙の受払状況

平成２０年度における証紙の受払状況は，受入れが８５２万２１６４枚，

９１億５７９４万５３６５円（前年度からの繰越５５４万９６９３枚，４５

億５９０５万７８２２円 で 払出しが３８６万８４９５枚 ３６億９０４０） ， ，

万８８３円及び廃棄が２３８１枚，７１４万７５４３円となっており，残高

の４６５万１２８８枚，５４億６０３９万６９３９円については次年度へ繰

越している。次年度繰越は，枚数では約９０万枚減少しているが，金額では

約９億円増加している。

６ 証紙による収入状況

（１）証紙による収入の方法

証紙による収入の方法による場合においては，証紙の売りさばき高をもっ

て収入としている。

（ ）※算式 収入証紙収入額＝売りさばき高－ 収入証紙返還額＋狩猟税歳入振替額

・売 り さ ば き 高：一般売りさばき人及び特認売りさばき人の売りさばき代

金納入額と県の機関の売りさばき高の合計額。

・収入証紙返還額：証紙購入者が誤購入や申請とりやめにより，証紙を返還

した額。

，・狩猟税歳入振替額：狩猟税は証紙により徴収することとされていることから

証紙収入から県税収入に歳入科目を振り替えるもの。

（２）証紙による収入額

平成２０年度における証紙による収入額は 売りさばき高の３６億７７３３，

万３１４９円から証紙の返還分の５２６万８２６０円及び狩猟税への歳入振

替分の３３７３万１８００円を差し引いた３６億３８３３万３０８９円とな

っている。

７ 証紙の売りさばき高

平成２０年度における証紙の売りさばき高は３６億７７３３万３１４９円で，

一般売りさばき人別に見ると，売りさばき高が最も多いのは社団法人宮城県交通
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安全協会の１９億６９万７５００円で，最も少ないのは宮城県漁業協同組合の

２７２万１５５０円となっている。

８ 証紙の売りさばき手数料

（１）証紙の売りさばき手数料の交付

証紙規則において，証紙は「額面金額で売りさばかなければばらない 」と。

定められており，売りさばき人は証紙の売りさばき自体からは利益を得ること

ができないことから，費用補填の意味で手数料を交付している。

（２）証紙の売りさばき手数料率

イ 証紙の売りさばき手数料率

（イ）一般売りさばき人 ３．１５％

（ロ）特認売りさばき人 １．０５％

ロ 証紙の売りさばき手数料率の相違

特認売りさばき人の手数料率が１．０５％と一般売りさばき人の手数料率

３．１５％より低いのは，一般売りさばき人があらかじめ証紙を買取りした

上で販売しているため，在庫が生じた場合のリスクがあるのに対して，特認

売りさばき人はあらかじめ証紙を買取りすることなく，証紙の売りさばきの

都度，売りさばき代金を納入していることによる。

ハ 証紙の売りさばき手数料率の改正状況

証紙の売りさばき手数料率については，昭和３９年の証紙規則制定以来，

平成元年の消費税導入時及び平成９年の消費税率改正に伴う改正しか行われ

ていない。

（３）証紙の売りさばき手数料

平成２０年度における証紙の売りさばき手数料は，特認売りさばき人につい

ては売りさばき高６億３５７０万６１４９円に対して６６７万４９０４円，一

般売りさばき人については売りさばき高３０億２８６４万６０７０円に対して

９５４０万２２６３円で，合計は売りさばき高３６億６４３５万２２１９円に

対して１億２０７万７１６７円となっている。

証紙の売りさばき手数料額が最も多いのは，社団法人宮城県交通安全協会に

対する５９８７万１９５３円で，最も少ないのは，宮城県漁業協同組合に対す

る８万５７２７円となっている。

（４）証紙の売りさばき手数料率の全国の状況

一般売りさばき人に対する証紙の手数料率を３．１５％としているのは，本

県を含む２３道府県と約半数に及んでいる。手数料率が最も低いのは大阪府の

０．９４５％で，最も高いのは岩手県の４．００％となっている。

売りさばき額に応じて段階的に手数料率を設定しているのは，１０県となっ

ている。

また，特認売りさばき人に対する手数料率を定めている中で，最も低いのは
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大阪府の０．９４５％で，最も高いのは１０道県で３．１５％となっており，

本県の１．０５％は大阪府に次いで低い水準となっている。

９ 証紙の消印及び貼用実績

（１）証紙の消印

申請書等受理機関は，証紙が貼られた申請書等を受理したときは，所定額の

証紙が貼り付けられていることを確認の上，申請書等の紙面と貼り付けた証紙

の彩紋とにかけて消印を行っている。

当該年度の証紙貼用実績は当該機関から証紙貼用を担当している主務課経由

で毎年５月３１日までに会計課へ報告されている。

（２）証紙の貼用実績額

平成２０年度の証紙の貼用実績は，７８６万８８７９件，３６億７３６５万

８４２３円となっており，貼用実績額が最も多いのは自動車運転試験関係に係

る手数料の約９億９８５０万円で，次が行政処分等講習関係に係る手数料の約

７億２０５３万円，自動車保管場所証明手数料の約４億８２１万円となってい

る。

貼用実績件数が最も多いのは，と畜検査手数料の６３３万９４８９件となっ

ており，申請書１枚あたりの最高貼付額は建築確認関係（構造判定手数料を含

む ）の手数料の１２６万円，最少貼付額は政治資金収支報告書等の写しの交。

付関係の手数料の２０円となっている。

一方，手数料条例によって証紙による納付を規定されている２８６種類の手

数料のうち，１２５種類の手数料については貼付実績はなかったが，これは平

成２０年度において手数料徴収の実績がなかったことによるものである。

10 申請書等の提出状況

申請書等の提出に当たっては，申請者が申請書受理機関に直接出向いて提出

しているものが多数となっており，郵送による提出又は県外居住者による申請

は少数となっている。

11 証紙制度に関する県民の意見等

証紙取扱機関等に対して県民からは，主に次のような意見等が寄せられてい

る。

（１）高額な手数料の場合に貼付の手間がかかるため，高額券（３，５，１０万

円）の発行要望がある。

（２）県外居住者は，宮城県の証紙を購入するのが困難である。

（３）証紙の購入先が分からない。

（４）申請窓口で証紙を購入できない。

（５）銀行では午後３時以降購入できない。
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（６）コンビニなど身近な場所で購入できないか。

（７）申請額に対応した額面金額の証紙の発行要望がある。

（８）手数料等の納付について，現金，口座振替，銀行振込にできないか。

12 証紙のメリット・デメリット

証紙による手数料等の納付についてのメリット・デメリットの主なものは次

のとおりとなっている。

メリット デメリット

・現金を持ち歩く必要がない。 ・印紙との買い間違いが生じる。

・申請窓口での待ち時間等が短縮さ ・誤購入時の証紙の交換・返還の手

県 れる。 続きが煩雑である。

・申請書に証紙を貼付することによ ・申請窓口とは別に売りさばき所で

り郵送での申請が可能である。 の証紙購入が必要となる。

・貼付枚数が多いと貼付が面倒であ

民 る。

・県外居住者にとって購入が不便で

ある。

， ， 。・紛失 破損 汚損の危険性がある

・職員が現金を取り扱うことで生じ ・証紙の交換・返還手続きが煩雑で

る金銭的なリスクがない。 ある。

・申請時の手数料額の確認が容易で ・売りさばき手数料，印刷費がかか

県 ある。 る。

・申請時点で手数料が納付されるた ・消印及び貼用実績簿作成等の事務

め，収入未済が生じない。 が生じる。

・現金領収による会計処理が不要な

ため，事務処理が簡素化される。

13 他の都道府県における証紙制度の見直し状況

東京都では平成２２年４月から証紙制度を廃止することとしているほか，東

京都以外では１６府県が何らかの見直しを予定又は実施している。そのうち，

， ， ，愛知県 京都府 岡山県及び山口県では証紙の廃止に向けた検討を行った結果

現金での納付の場合は証紙取扱機関窓口の負担が増大することや納付書の場合

は県民の負担が増すなどの理由から，いずれも廃止を見送っているが，広島県

， 。では 現金納付や納入通知書による納付との併用などの見直しを実施している

14 本県における検討状況

本県においては，証紙の交換及び返還申請件数の削減に向けた注意喚起及び
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情報提供の充実を図ることや売りさばき手数料率の見直しの検討のほか，証紙

以外の他の収入方法（納付書，電子収納，クレジットカード収納等）の採用に

ついて検討することとしている。

第４ 監査の意見

今回の監査は，証紙条例施行後４５年が経過し，公金収納のあり方が時代の変

化とともに多様化している中にあって，現行の証紙制度について，県民の利便性

の向上や証紙制度に係るコストの縮減などの観点から検証した。

証紙制度については，行政側から見ると，現金による収納の場合，通常，納入

通知書及び領収書の発行が必要となるが，証紙による収納の場合，これらの書類

発行が省略されること，職員が現金を取り扱うことで生じる金銭的なリスクがな

いことなど，事務の効率化や簡素化につながっていることが認められた。

また，県民など申請者にとっては，事前に売りさばき人から証紙を購入する必

要があるなどの不便な点もあるが，証紙の必要な各種申請に当たり，ほとんどの

申請先機関の近隣には売りさばき所があること，申請書類等を郵送できることな

どの便利な面もあることが認められた。

一方で，証紙による納付が制度化されてから約半世紀を経て，現在では証紙に

より納付する手数料は約千種類にも上り，それに伴う経費として毎年約１億

１０００万円を要している状況にもある。さらに，時代の変化とともに公金収納

のあり方が多様化している中で，証紙によらない収納の方が良いと思われるケー

スも見受けられたことから，証紙以外の収納方法とした場合の県民の利便性，事

務の効率性・経済性の観点から，改めて，証紙による収納方法を主体とする現行

制度について，再検証する必要があることが認められた。

今回の監査における意見を以下のとおり取りまとめたので，真摯に受け止め，

現行制度に満足することなく，問題意識を持って検証・検討を深められたい。ま

た，取り組みに当たっては，関係する部署が一丸となって，進行管理に努めなが

ら，実現可能なものから順次実行に移されたい。

１ 利用者の視点に立った証紙の売りさばき

県の機関に証紙を貼付した申請書類を提出する場合，申請先の庁舎内に入居

する公社等の団体などが売りさばき人に指定されており，県民など申請者の一

定の利便性は図られている。

しかしながら，県民からは，売りさばき所の所在地や特に売りさばき所の８

割を占める金融機関が閉店する午後３時以降に購入可能な売りさばき所の問い
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合わせや意見が寄せられていることから，売りさばき所の情報等を積極的に周

知するとともに，申請書受理機関においても，申請者の立場に立って，近隣の

売りさばき所や売りさばき時間，購入上の注意事項などの情報提供に努める必

要がある。

また，更なる県民の利便性向上のため，他県で取り組んでいる自動販売機等

による新たな売りさばき方法及び売りさばき所のない地域での新たな売りさば

， 。き人の指定や売りさばき所の設置について 必要に応じて検討する必要がある

２ 証紙売りさばき手数料等の検証・見直し

県は証紙の売りさばきに当たり，特認売りさばき人に対しては１．０５％，

一般売りさばき人に対しては３．１５％を手数料として支払っている。平成

２０年度は３６億７７３３万３１４９円の証紙売りさばきに対し，合計で１億

２０７万７１６７円の手数料を支払っているが，手数料率については，平成元

年の消費税導入，平成９年の消費税率改正に伴う見直し以降行われていない。

他県では手数料率を固定せず，売りさばき額に応じた手数料率としている事

例もあることから，こうしたことを踏まえ，現行の手数料率の設定方法や業務

の取扱い方法の見直しを含め，多面的な検討を行う必要がある。

また，証紙の印刷経費は減少傾向にあるものの，平成２０年度は約８００万

円となっていることから，証紙の貼付に代わる収納計器を使用した収納など，

積極的に先進事例の情報収集に努め，証紙印刷枚数の縮減や証紙消印事務の軽

減について，検討する必要がある。

特に，運転免許関係手数料については，証紙収入の大半を占めており，現行

の売りさばき手数料率の設定方法や業務の取扱い方法の実態を把握し，より効

果的，効率的な収納方法を検討する必要がある。

３ 誤購入による証紙の交換・返還等の縮減

証紙の交換・返還については，証紙購入者からの申し出がやむを得ないと認

， ，められる場合に 会計課及び各地方振興事務所で申請できることになっており

証紙の交換の場合は会計課等の申請課所で，証紙の返還に伴う現金の還付の場

合は口座振替により行われている。

また，過貼付については，納入義務者が証紙貼用を担当する主務課又は地方

機関を通じて償還請求を行うことで，還付されている。

証紙は収入印紙と混同されやすいため，誤購入等による還付の償還金が近年

増加傾向にあり，また，県民からも還付手続きに関する問い合わせや苦情が寄

せられていることから，証紙の取扱いに慣れていない県民に対して，十分な情

報提供や一層の注意喚起を行うとともに，手続きの簡素化についても検討する

必要がある。
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４ 手数料等の証紙納付規定の検証・見直し

県が徴収する手数料等については，手数料条例，県立学校条例及び公安委員

会関係手数料条例のほか，産業技術総合センター条例等各施設ごとに定める条

例で規定され，その種類は約千種類に上り，これら手数料のほとんどが証紙に

より納付するものと定めている。

証紙による納付は，現金取扱いに伴うリスクがないことや手数料の確実な収

入という面では，県としてのメリットはあるが，一方では，証紙の貼付枚数の

多いもの，納付金額が高額なもの，納付金額が定額でなく多様なもの，申請件

数が少ないものなど，証紙による納付のメリットが少ない手数料等も見受けら

れた。

， ， ， ，また 本県においても 自動車税等の一部の県税については コンビニ収納

ペイジーシステムによる納付，さらに，今年１月からはクレジットカードを利

用した納付など納付方法の多様化が進んでいる。手数料についても，電子申請

が進んでいった場合，将来的には証紙以外の納付方法の導入も必要になってく

る。このため，本県で納付方法を証紙に限定している手数料等について，収入

未済を発生させないことを前提に，他県でも採用しているような納付書による

納付との併用の検討を進めるとともに，将来的には，新たな収納方法について

も，検討を深めていく必要がある。


